四万十市役所本庁舎及び西土佐総合支所
自動販売機設置事業者募集要項
令和７年１１月
四万十市総務課

　四万十市では、四万十市役所本庁舎及び西土佐総合支所の敷地内において、庁舎利用者及び職員が利用する清涼飲料水の自動販売機の設置を希望する事業者を次のとおり募集し、提示区画賃貸借料の高い事業者を設置事業者と決定し、当該事業者と自動販売機設置区画賃貸借契約を締結します。

　自動販売機設置事業者の応募を希望する事業者は、本募集要項をよく読み、内容を承知したうえで申込書を提出してください。

１　募集物件

清涼飲料水の自動販売機設置

２　設置場所及び自動販売機の仕様等（位置図は６～９ページ参照）
	応募枠
	区画
	場　所
	区画寸法
	台数
	種　　類
	契約期間

	①
	0-1
	本庁舎北側玄関口
	W1,300mm

×D1,100mm
	１台
	缶・ﾋﾞﾝ・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ式

※非常電源災害対応限定
	５年（R8.1～R12.12）

	
	0-2
	
	W1,800mm

×D800mm
	１台
	缶・ﾋﾞﾝ・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ式

※非常電源災害対応限定
	〃

	②
	1-1
	本庁舎１階西
	W2,000mm

×D900mm
	１台
	缶・ﾋﾞﾝ・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ式
	〃

	
	1-2
	
	W1,800mm

×D800mm
	１台
	ブリック式
	〃

	
	1-3
	
	W1,400mm

×D800mm
	１台
	カップ式・
マイカップ（ボトル）式等
	〃

	③
	4-1
	本庁舎４階エレベーター前
	W1,200mm

×D800mm
	１台
	缶・ﾋﾞﾝ・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ式
	〃

	
	6-1
	本庁舎６階西側階段前
	W1,800mm

×D800mm
	１台
	自由機種
	〃

	④
	7-1
	西土佐総合支所
	W2,200mm

×D1,050mm
	１台
	缶・ﾋﾞﾝ・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ式

※非常電源災害対応限定
	〃


※ 全ての自動販売機は、大規模災害時には機内の清涼飲料水の無償提供が条件です。上記応募枠①の区画0-1・0-2及び応募枠④の区画7-1の自動販売機については、非常電源を内蔵し災害時の無償提供時に内蔵飲料を排出する機能を有する機種に限定します。

※ 自動販売機の種類は、上表に記述のとおりの指定種類とします。

※ 契約期間中は、自動販売機の種別の変更は、市において特別な事情がある場合以外はできません。

※ 区画の寸法には、原則、使用済みの容器の回収ボックス、放熱スペース等を含みますが、転倒防止装置はやむを得ない場合は区画を超えてもかまいません。

※ 設置台数を越える設置はできません。
※ 自動販売機の機種によっては、設置及び商品の補充やメンテナンスのための扉開閉や通行等に支障がある場合も考えられますので、事前に設置場所の確認をお願いします。

※ 応募は上記各区画に同時に申込することはできますが、応募枠内での同一業者の決定は行いません（詳しくは「６　設置事業者の決定方法等」を参照してください。）。
３　応募資格要件（以下の要件を全て満たす法人に限る）
(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４のいずれにも該当しない者
(2) 幡多郡内に事業所(支店・営業所等)を有していること。
(3) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体でないこと。

４　募集条件等

(1) 設置区画の賃貸借料等

ア　賃貸借の期間

令和８年1月（賃貸借契約日）から令和12年12月31日までの５年間とする。
イ　賃貸借料

　① 決定された業者が応募した当該区画の年額の賃貸借料とする。
　② 賃貸借料は、毎年1月に市が発行する納入通知書により、指定する期日までに指定期間分（最大1年分）を納入すること。
ウ　その他必要経費等

自動販売機の設置及び撤去に要する工事費（電力使用量計測用子メーター設置費等含む。）、維持管理等にかかる一切の費用は設置事業者の負担とする。

また、自動販売機の運転に必要な光熱費等についても全額設置事業者の負担とし、毎年10月及び４月又は市が別途指定する月に市が発行する納入通知書により、指定期間の使用実績に係る分を指定する期日までに納入すること。

エ　設置条件

自動販売機は、指定設置箇所ごとの位置図（６～９ページ参照）に示した場所に、指定した区画寸法上限を超えないものを設置すること。

また、電力等使用量計測用子メーターを設置するほか、転倒防止対策も併せて行い、転倒防止装置は、必要最小限の範囲で区画寸法を超えることも可とする。

　　オ　販売期間及び時間

　　　　自動販売機による販売は毎日終日可能だが、庁舎管理上原則午後７時から午前８時までは庁舎内へ入場を制限する。
　　カ　過去の販売売上実績及び最低提示区画賃貸借料

　　　　過去の販売売上実績は、次のとおりである。
　　　　また、令和6年の売上金額の15％を最低提示区画賃貸借料とし、応募にあたってはその額以上で行うこと。
　　（令和６年売上金額及び最低提示区画賃貸借料）
	区画
	場所
	売上金額
	過去の設置種類
	最低提示区画
賃貸借料

	0-1
	本庁舎北側玄関口
	934,340円
	缶・ﾋﾞﾝ・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ式

(販売単価110～210円)
	140,000
円／年

	0-2
	
	911,980円
	缶・ﾋﾞﾝ・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ式

(販売単価110～210円)
	136,000
円／年

	1-1
	本庁舎
１階西側
	1,612,950円
	缶・ﾋﾞﾝ・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ式

(販売単価110～210円)
	241,000
円／年

	1-2
	
	412,890円
	ブリック式
（販売単価110円）
	61,000
円／年

	1-3
	
	745,880円
	カップ式・マイカップ（ボトル）式等
(販売単価10～120円)
	111,000
円／年

	4-1
	本庁舎４階エレベーター前
	788,630円
	缶・ﾋﾞﾝ・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ式

(販売単価110～210円)
	118,000
円／年

	6-1
	本庁舎６階西側階段前
	353,930円
	缶・ﾋﾞﾝ・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ式

(販売単価120～160円)
	53,000
円／年

	7-1
	西土佐
総合支所
	290,050円
	缶・ﾋﾞﾝ・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ式

(販売単価100～190円)
	43,000
円／年


　　キ　賃貸借契約

　　　　賃貸借決定に当たり別途、本募集要項に定めた事項に関する賃貸借契約の締結を行う。
(2) 賃貸借に係る遵守事項
賃貸借期間前及び期間中は、次のことを遵守すること。

ア　賃貸借期間中に、法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、その取消しを受けていないこと（該当の場合のみ）。

なお、自動販売機の設置に当たり、新たに許認可等を必要とする場合の販売は、当該許認可後とすること。

イ　自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡若しくは転貸し、または担保に供してはならないこと。

ウ　販売品の納入・廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、庁舎管理者の指示に従うこと。

エ　設置する自動販売機は、消費電力の低減等の技術を導入した省エネ機（エコ・ベンダーなど）や、二酸化炭素を冷媒としたノンフロン対応機をはじめ、閉庁時間や閉庁日はセンサーやタイマーの設置による自動点灯・消灯などの環境対応機能を備えた自動販売機とするように努めること。

オ　清涼飲料水の販売品目は、お茶、水、炭酸飲料、コーヒー、紅茶、ジュース類等の缶、びん、ペットボトル等密閉式の容器、紙パック又は紙コップの容器入りの清涼飲料水とし、酒類の販売は行わないこと。

カ　販売価格については、標準小売価格を上回る価格で販売しないこと（個別に販売価格の条件がある場合は、当該金額を上回る価格で販売しないこと。標準小売価格等がない商品は、市が類似商品の価格を参考として価格上限を設定する。）。
キ　販売品目等自動販売機の運用上の事項については、必要に応じて庁舎管理者と協議し、その指示に従うこと。

ク　その他庁舎管理者が定める事項

　(3) 維持管理責任

ア　自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が責任をもって行うこと。また、商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
なお、自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品の補充及び売上代金の回収等を他者に行わせようとする場合は、自動販売機の管理等に関する届出書（様式５）を市に提出すること。

イ　自動販売機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。

ウ　自動販売機の故障や問い合わせ、苦情については、設置事業者の責任において対応すること。また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。

エ　盗難事故や破損事故等による損害は、市の責めによることが明らかな場合を除き、全て設置事業者が負うこと。

オ　原則として自動販売機に併設して、販売する清涼飲料水等使用済容器の回収ボックスを設置し、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルすること。

カ　衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続きを行うこと。

キ　自動販売機の販売実績と使用電力メーター指針について、毎月初めに庁舎管理者へ報告すること。

(4) 賃貸借の付帯条件

　　自動販売機の設置に係る区画を賃貸借する付帯条件として、設置事業者は市の災害対策本部が設置され、市から物資の提供要請があった場合は、設置した自動販売機の商品を災害支援物資として無償で市に提供をすること。設置が決定した業者については、災害時に備え、事前に自動販売機の鍵を借用する。
(5) 賃貸借の解除

ア　次のいずれかに該当する場合は、賃貸借契約の解除条項により契約を解除します。

(ア) 賃貸借の条件に違反する行為があると認める場合

(イ) 設置事業者が応募資格を失った場合

　 ※上記(ア)及び(イ)の場合、既に納入済みの賃貸借料は還付しない。自動販売機の撤去までに市への販売報告が未了のものがある場合は、速やかに自動販売機の飲料種別、販売数量及び金額と使用電力指針を庁舎管理者に報告のうえ、四万十市の発行する納入通知書により電気料金の実費について指定期日までに納入すること。

イ　自己都合による自動販売機の撤去

設置事業者は、使用期間が満了する前に自己の都合により自動販売機を撤去しようとする場合は、撤去しようとする日の１か月前までに市に書面により通知すること。この場合の賃貸借料の取り扱いは、(5)のアの(※)の規定に基づく。
(6) 原状回復

設置事業者は、賃貸借期間満了により自動販売機を撤去する場合は、賃貸借期間内に現状回復すること。また、賃貸借契約の解除条項により契約を解除された場合は、速やかに原状回復すること。
なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を市に請求することができない。
５　申込方法等

(1) 申込方法

申込受付期間：令和７年11月４日（火）～令和７年11月28日（金）

提出方法：応募申込書その他必要書類を添えて、持参、メール、FAX又は郵送により提出。
送付先：〒787-8501  四万十市中村大橋通４丁目10番地
四万十市役所総務課　行政管理係　
(2) 必要書類

ア　自動販売機設置事業者応募申込書（様式１）

イ　資格等に関する誓約書（様式２）

ウ　暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書（様式３）
エ　法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許証の写　　
　し

オ　販売品目等一覧表（様式４）

　※同時に複数の設置箇所を申込みされる場合は、設置箇所毎に提出してください。

(3) その他
ア　申込みに必要な書類が受付期間内に到着しない場合や不備があった場合は受け付けられませんのでご注意ください。
イ　電話、インターネットによる申込みはできません。
　ウ　賃貸借契約は、応募申込書に記載された名義以外では行いませんのでご留意ください。
　エ　申込書提出後に区画の申込みを辞退される場合は、応募辞退届（様式６）を提出してください。
６ 設置事業者の決定方法等

(1) 設置事業者の決定方法

区画ごとに提出された応募書類の審査を行い、必要な資格を満たしている者を設置事業者の選定対象とする。選定方法は、設置事業者からの区画ごとに提示された区画賃貸借料が、最も高い事業者を設置予定事業者とする。ただし、提示された区画賃貸借料が最低提示区画賃貸借料を上回っていること。
同一区画内で同一事業者の重複決定は行わない。
　(2) 設置予定事業者の決定

設置業者の決定は令和７年1２月初旬の予定とする。設置事業者の決定後、行政運営の透明性の確保のため応募のあったもの全員に全応募事業者の区画賃貸借料を公表する。
また､以後に四万十市情報公開条例（平成17年四万十市条例第13号）に基づく公開請求があった場合は、これを公開する。
　(3) 募集の中止・延期

不正な応募が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、募集を中止、又は延期することがある。
７　その他

　　この要項に定めのない事項又は疑義が生じたときは、別途協議するものとします。
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